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末
法
時
代
ご
我
國
中
世
繹
檜

の
態
度

荻

須

純

道

ハ

幽

佛
敏
に
は
正
像
末
の
三
時
読
が
あ
る
。
正
像
末

の
三
時
読
と
は
豫
言
的
年
代
論
で
あ

つ
て
、
佛
滅
を
基
織
と
し
て

最
初

の

一
千
年

(
或
は
五
百
年
)
を

「
正
法
時
代
」
と
稽
し
、
羅
奪
滅
後
と
錐
も
解
脱
暉
定
堅
固

に
正
法
の
嚴
存
す

る
時
代

で
あ
る
。
衣

の

一
千
年
は
稽

々
正
法
の
衰
微
し
た
時
代

で
、

こ
れ
を

「
像
法
時
代
」

と
稻
し
経
典
を
護
請
し

た
り
、
講

読
を
聞
き
、
或
は
寺
塔
が
建
立
さ
れ
る
等
、
多
聞
、
造
寺
と
も
に
堅
固

に
行
は
れ
る
時
代
で
あ
る
が
、
こ

れ
等

の
正
法
、
像
法
の
時
代
を
過
ぐ
れ
ば
破
戒
、
無
戒
、
岡
謹
の

「
末
法
時
代
」

に
入
り
、
こ
の
末
法
時
代
は

一
萬

年
も
績
く
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

吾
が
國
で
こ
の
時
代
観
を
切
實
に
戚
じ
た

の
は
李
安
朝

に
入
つ
て
か
ら
で
あ
り
、
殊

に
李
安
朝

の
末
期
以
後

で
あ

る
。
景
戒

の
日
本
難
異
記

に
は

「
今

こ
の
賢
劫
繹
迦

一
代

の
経
交
を
探

る
に
三
時
あ
り
。

一
は
正
法
五
百
年
、
二
、は

像
法
千
年
、
三
は
末
法
…禺
年
。
佛
浬
般
木
よ
り
以
來
、
延
暦
六
年
歳
衣
丁
卯

に
至
り
て
、
千
七
百
二
十
二
隼
を
経
た
り

正
像
の
二
を
過
ぎ
、
末
法
に
入
れ
り
。
」
と
語

つ
て
ゐ
る
が
、
更

に
こ
の
末
法
到
來
の
蒔
代
観
を
切
實

に
強
く
人
々
が

・末
法
蒔
代
と
我
國
中
世
訓騨
信
の
能
心度

(
一
)
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末
法
時
代
と
我
國
中
世
輝
僧
の
態
度

(二
)

意
識
し
た
の
は
王
朝
末
期
の
保
元
李
治

の
齪

で
あ

る
β
骨
肉
相
咬
み
た
る
保
元
李
治
の
齪
逆
は
経
典
に
豫
言

せ
る
時

代
観
を
世

の
人

々
は
ま
ざ

み
＼
と
膿
鹸
し
た
。

こ
の
保
元
卒
治
の
齪
を
契
機
と
し

て
、
吾
が
國
に
は
目
ま
ぐ
る
し
き
時
代

の
轄
換
が
あ

つ
た
。
そ
れ
は
貴
族
門
閥

よ
り
武
士

へ
の
勢
力
の
推
移
で
あ
る
。
審
き

せ
ぬ
榮
華
を
極
め
た
藤
原
氏

一
門
の
没
落
ー

そ
し
て
藤
門
に
代
り
奢

れ
る
李
家
も
、
清
盛
亮
後
は
哀
れ
に
も
儂
な
き
末
路
を
辿
り
た

る
烈
し
き
蓮
命

の
急
轄
と
有
爲
轄
愛

の
世
相
は
世
の

人

々
に
無
常
観
を
喚
び
起
し
、
罪
業
を
意
識

せ
し
め
ず

に
は
措
か
な
か

つ
た
で
あ
ら
う
。
李
家
物
語

の
著
者
が

そ
の

巻
頭
に

,

祇
園
精
含
の
鐘

の
聲
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
9
沙
羅
隻
樹

の
花

の
色
、
生
者
必
衰

の
理
を
あ
ら
は
す
。
奢
れ
る
者

だ
け

も
久
し
か
ら
す
。
唯
春
の
夜
の
夢
の
如

し
。
武
き
者
も
終

に
は
亡
び
ぬ
。
ひ
と

へ
に
風
の
前

の
塵

に
同
じ
。

と
生
々
し
き
時
代
の
膿
験
を
物
語

つ
て
ゐ
る
。

,

一
度
眼
を
教
界

に
轄
ぜ
ん
か
、
日
本
天
台

の
開
租
最
澄
が

「
衣
食
の
佛
敏
」

に
非
す
し
て

「
道
心
の
佛
教
」
を
開

か
ん
こ
と
を
念
願
さ
れ
た
叡
山
佛
教
も
、
時
代

の
推
移
と
と
も
に
貴
族
的
な

る
斬
濤
佛
敷
と
し
て
固
定
化
し
、
さ
て

は
僑
兵
を
擁
す

る
有
様
で
あ

つ
た
。
九
條
繋
實
が
、
そ
の
日
記
玉
葉

に
山
徒

の
暴
状
を
記
し

＼

佛
法
王
法
滅
審

の
期

至
る
歎
。
五
濁
の
世
、
天
魔
共

の
力
を
得
。
是
れ
世

の
理
蓮
な
り
。
惣

じ
て
言
語
の
及

ぶ
所

に
非
す
。
筆
端

の
鑑
す

べ
き
所
に
非
す
。
夢
欺
。
夢

に
非
ざ
る
歎
。
言
ひ
て
飴
り
有
り
、
歎
き

て
盆
な
く
、
左
右
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す
る
こ
と
能
は
す
。
(原
漢
丈
、
安
元
三
年

四
月
+
四
日
の
條

)

と
慨
嘆
し
て
ゐ
る
。
更

に
叉
李
家
の
南
都
嶢
撃
を
慨
き

》

凡
そ
佛
寺
堂
塔
日
域
に
満

つ
と
錐
も
東
大

・
興
輻

・
延
暦

・
園
城
こ
れ
を
以
て
宗
と
な
す
。
而
し

て
天
台
の
爾
寺

に
於

て
は
度
々
そ
の
災

に
遭

ふ
。
南
都
の
諸
寺
に
至
り
て
は
か
く
の
如
き
事
未
だ
曾

て
あ
ら
す
。
悪
蓮
の
時
に
當

り
、
破
滅

の
期

を
顯
は
す
歎
。
誠

に
こ
れ
時
蓮

の
然
ら
し
む
る
こ
と
な
り
と
錐
む
、
當
時
の
悲
哀
は
父
母
を
喪

ふ

な

ま

ー・

ひ

,

、

よ
り
も
甚
し
。

愁

に
生
き
て
此
の
時
に
逢
ふ
。
宿
業

の
程
、
來
世
ま
た
慧
み
な
き
歎
。
天
下
も
し
落
居
の
世
あ

ら
ば
、
早

く
山
林
の
素
懐
を
遽
ぐ
べ
し
。
臨
終
正
念

の
宿
願
、

一
期

の
大
要
な
り
。
淳
素

の
世
、
今

に
於
て
は
そ

の
時
を
期
し
難
き
歎
。
天
を
仰
い
で
泣
き
、
地

に
伏
し
て
笑
す
。
藪
行
の
紅
涙
を
拭
ひ
、
五
内
の
丹
心
を
擢
く
。

き
.
ふ
て
絵
毒

り
、
記
し
て
讐

し
。
肇

倣
ゴ
隷

議

年
)

、

咲

と
悲
し
く
も
亦
嘆
は
し
き
末

法
濁
世

の
意
識

は
當

時
の
人

々
を
し
て
無
常
と
罪
業
と
を
強
く
威
ぜ
し
め
た
こ
と
で
あ

ら
う
。
こ
の
切
實
な
る
時
代
の
膿
験
は
眞

に
宗
教
を
求
め
て
、
身
も

心
も
確
き
、
彌
陀

の
漂
土
を
欣
求
し
た
り
、
熾

-烈
に
正
法
に
立
ち
還
ら
む
と
す
る
宗
教
蓮
動
が
雄

々
し
く
も
敏
團
の
奮
勢
力
に
抗
し

つ
～
勃
興
し
て
來
た
。
鎌
倉
時

代

の
凡
で
の
佛
敏

は
何
れ
も
こ
の
末

法
到
來
の
時
代
思
潮
を
基
礎
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
。

末
法
に
入
つ
た
が
故

に
正
法
の
行
は
れ
た
羅
尊

の
時
代
を
思
慕
し

つ
、
行
學
に
力
め
た
り
、
和
國
の
敏
圭
聖
徳
太

子
の
研
究
、
さ
て
は
戒
律
蓮
動
等
が
高
辮

・
凝
然

・
貞
慶

・
俊
"伍
等
の
大
徳
に
よ
り
南
都
系
の
佛
敏
が
目
ざ

ま
し
き

宋
法
時
代
と
我
國
中
世
暉
曾
の
態
慶

.

(三
)
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末
法
時
代
と
我
國
中
世
輝
曾
の
態
度

(四
)

活
動
を
呈
し
た
り
、
燃
ゆ
る
信
仰
の
内
的
欲
求
よ
り
、
源
塞

・
親
鶯

・
一
遍
等

の
浄
土
敏

の
勃
興
と
な
り
、
或
は
日

蓮

の
唱
題
宗

の
興
起
と
な

つ
た
。
宋
元
と

の
交
通

の
結
果
新

に
輸
入
さ
れ
た
灘
も
亦
當
時

の
時
代
的
甦
會
的
騰
験

に

投
じ
て
登
達
し
た
。

=

無
住
が
そ
の
著
沙
石
集

に

「
誠

に
佛
法
は
、

い
つ
れ
の
宗
も
生
死
を
解
脱
せ
ん
た
め
な
り
。
名
利
を
思
ふ
べ
か
ら

す
。
し
か
る
に
南
都
北
嶺

の
學
侶

の
風
儀
、
ひ
と

へ
に
名
利
を
先
途

に
思
ひ
て
、
菩
提
を
他
所

に
す
る
故
に
、
或
は

魔
道
に
堕
ち
、
或
ひ
は
悪
趣
に
沈
む
。
末
代
の
.習
ひ
、
在
家
の
富
貴
な

る
は
著
も
薄
く
、
信
も
あ
り
、
禮
も
あ
り
出

家
の
貧
賎
な
る
は
貧
欲
深
く
、
智
も
な

く
、
徳
も
な

し
。
'
或
は
布
施
を
贈
り
て
導
師
を
望

み
、
或
は
所
薦
を
こ
と

、

し
て
財
産
を
望
む
。
権
を
恐
れ
、
威
を
頼
み
、
利
養
恭
敬
を
心
と
す
。」
と

い
つ
て
ゐ
る
如
く
、
王
朝
時
代

に
榮
え
た

顯
密
諸
宗
の
佛
敏
は
、
そ
の
本
來
の
面
目
で
あ
る
生
死
解
脱

の

一
大
事
を
疎
ん
じ
、
名
利
に
走

つ
た
憾

み
が
あ
る
。

権
勢
に
接
近
し
た
王
朝
佛
教
は
飴
り
に
も
貴
族
的
に
駿
達
し
、
所
疇
佛
敏
と
し
て
固
定
化
し
た
。
世
俗
化

の

一
路
を

ひ
じ
り

ゅ

辿

る
末
法
時
代
に
心
あ

る
聖
は
修
道
生
活
の
再
建
を
目
指
し
た
の
で
あ

つ
た
。
宋
よ
り
新

に
灘
を
輸

入
し
た
榮
西
も

道
元
も
そ
の
藪
に
漏

れ
す
修
道
に
よ
り
正
法
を
傳
持
せ
ん
と
し
た
人
々
で
あ

つ
た
。
修
道
を
放
郷
し
、
戒
律
を
破
棄

し
た
當
時
の
佛
教
界

に

一
代
の
心
血
を
注

い
で
修
道
と
持
戒
と
を
説
示
さ
れ
、
身
を
以

て
實
践

さ
れ
た
の
は
日
本
臨

濟

の
祀
師
榮
西
で
あ

る
。

ノ
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榮
西

(
一
一
四

一
ー

=

=

五
)
字
は
明
庵
と
い
ひ
、
葉
上
房
と
號
し
、
ま
た
千
光
租
師
と
い
ふ
。
入
宋
し
て
台

密

の
蔽
奥
を
究
め
、
蹄
朝
し
て
葉

上
流

の

一
涙
を
開
き
㌻
再
び
入
宋
し
て
天
台
田
萬
年
寺

に
臨
濟
黄
龍
涙
七
世
の
法

孫
虚
庵
懐
倣

の
法
を
嗣
ぎ
、
蹄
朝
後
、
博
多

(
聖
幅
寺

)
京
都

(
建
仁
寺
)
鎌
倉

(
壽
輻
寺
)
に
法
憧
を
掲
げ
、
興

灘
護
國
論

、
出
家
大
綱
、
日
本
佛
法
中
興
願
文
や
或
は
叉
喫
茶
養
生
記
等
を
も
の
し

つ
、
、
叡
出
を
中
心
と
す
る
教

界

の
奮
勢
力
に
抗
し

↓
我
が
灘
門

は
特

に
今
始
め
て
之
あ
る
に
あ
ら
す
。
昔
叡
出
の
傳
教
大
師
嘗
て
内
謹
佛
法
相
承

血
賑

一
巻
を
製
す
。
其

の
初

は
乃
ち
我
が
達
磨
西
來
め
暉
法
な
り
。
彼
の
良
辮
は
昏
愚
無
知
に
し
て
、
台
徒
を
引
き

て
我
を
誕

ふ
。
灘
宗
若
し
非
な
ら
ば
傳
教
亦
非
な
ら
ん
。
傅
敏
若
し
非
な
ら
ば
台
敏
立
た
じ
。
台
教
立
た
す
ん
ば
台

徒
豊

に
我
を
拒
ま
ん
や
。
甚
し

い
か
な
其

の
徒
の
其

の
租
意
に
闇

き
や
L
。
(
元
亨
繹
書
)
と
堂

々
の
論
陣
を
張

つ
た

榮
西
は
、
如
何

に
し
て
固
定
化

し
、
沈
滞

せ
る
佛
藪
界
を
し

て
清
新
濃
刺
な
も
の
と
な
し
、
時
代
的
鮭
會
的
髄
験

に

生
か
し
め
ん
と
し
た
で
あ
ら
う
か
?

榮
西
が
何
よ
り
も
強
く
高
調
し
て
止
ま
な
か

つ
た
の
は
持
律
に
よ
る
僑
風

の

刷
新

で
あ

つ
た
。
榮
西
は
そ
の
著
日
本
佛
法
中
興
願
交
に
當
時

の
佛
教
界
を
慨
歎
し
て
曰
く

求
法
の
渡
海
絶
え

て
三
百
絵
年
。
遣
唐
使
停
る
こ
と
叉
た
二
百
絵
年
帝
口
に
故
實
漸
く
説
謬
す
る
の
み
に
非
す
。
亦

亀

-

た
墜
文
永

く
傳
ら
ざ

る
か
。
我
が
國
縦
ひ
法
藏

に
富
む
と
も
、
何
ぞ
復

た

一
句

の
墜
文
を
悲
し
ま
ざ
ら
ん
や
。
況

や
深
法
時
を
逐

ふ
て
漸

く
淺
近
と
な
b
、
廣
學
人
に
階

つ
て
梢

く
薄
解
と
爲

る
。
設
ひ
分
に
随

つ
て
解
す
る
者
有

　

　

　

も

　

　

　

し

　

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

　

　

　

　

し

る
も
、
皆

名
利

に
随

つ
て
永

く
大

事
因

縁

の
爲

め

に
せ
す
。

或

は
自

ら
智
人

と
稻

し
て
道

心

に
於

て
は
有

る
も
亡

宋
法
時
代
と
我
國
申
樵
暉
信
の
態
度

・

(
五
)
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末

法

時

代

と

我

國

中

世

調陣
倹
旧
の

能
心
度

(
六

)

・

　

　

　

も

　

　

　

も

　

　

　

し

　

　

　

も

　

　

　

　

ぬ

　

　

　

も

　

　

　

も

も

　

　

も

　

　

　

　

　

き
が
若

く
、
就
中
律
藏
澆
溜

の
世
、
,
梵
行
の
比
丘
跡
を
創

り
、
幅
田
嚢
弊

の
時
人
天
の
依
帖
全
く
少
れ
な
り
。L

と
い
ひ
、
更
に
叉
至
誠
を
以
て
有
司
に
告
げ
て
奏
聞
し
奉
ら
ん
こ
と
を
願
ひ

庶
幾

く
は
輔
相
智
臣
心
を
此
の
願
文

に
留
め
、
且
に
奏
聞
を
脛
し
め
、
中
興
の
叡
慮
を
廻
ら
し
、
佛
法
と
王
法
と

を
修
復

せ
ば
最
も
望
む
所
な
り
。
小
比
丘
の
大
願
只
だ
是

の
中
興
の
情
な
り
。
誰
か
復
た
思
議
す
べ
け
ん
や
。
其

　

　

　

も

　

　

　

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

L
の
佛
法
と

は
是
れ
先
佛
後
佛

の
行
儀
な
り
。
王
法
と
は
是
れ
先
帝
後
帝

の
律
令
な
り
。
謂
く
王
法
は
佛
法

の
圭
な

　

　

　

　

　
　

　

　

　

も

　

り
。
佛
法
は
王
法
の
寳
な
り
。
是
の
故
に
懇
慰

に
見
察
せ
ら
る
ぺ
し
。
遣
世
以
來
比
丘
佛
法
に
順
は
す
、
唯

口
能

く
之
を
語

る
。
學
者
佛
儀

に
習
は
す
只
形
状
之
に
似

た
り
。
云
々

と
。
榮
西

に
從

へ
ば
戒
律
の
靡
齪
は
佛
法
の
裏
頽

で
あ

る
。
戒

律
を
修
正
し
て
佛
法
を
興
隆
す

る
こ
と
こ
そ
榮
西
の

願
意

の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
叉
榮
西

の
終
生
を
貫
く
行
化
は
こ
⑳
精
沸

よ
り
出

で
て
ゐ
る
。

」

三

榮
西
以
後
南
詞
東
渡

の
諸
師

に
よ
り
、
吾
が
國

に
灘
を
傳

ふ
る
も
の
二
十
四
流
と

い
は
れ
て
ゐ
る
。
鎌
倉
時
代
新

に
傳
來
さ
れ
た
不
立
文
字
、
教
外
別
傳

の
暉
法
は
、
簡
潔
性
を
特
徴

と
し
、
言
墨
げ

せ
ぬ
日
本
の
國
民
性

に
よ
く
契

合

し
九
。
殊
に
意
志
的
修
養
を
重
ん
じ
、
簡
潔
性
を
奪

ん
だ
武
家
の
糟
神
生
活

に
よ
く
投
合
し
た
。

元
來
藤
は
大
死

一
番

己
事
究
明
を
読
く
。
生
死
を
脱
得
し
て
蕎
直
に
大
法
に
向
は
ん
と
す

る
墾
暉
辮
道

の
態
度
は

君
國
の
た
め
、
圭
家
の
た
め
に
身
命
を
捧
ぐ

る
武
士
の
魂

に
鰯
れ
す

に
は
措
か
な
か

つ
た
で
あ
ら
う
。
末
法
を
意
識
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し
、
武
士
を
中
心
と
し
た
時
代

a
肚
會
的
膿
験
は
、
王
朝
佛
教
の
如
ぐ
學
問
的
に
敏
義
理
論

の
高
爾
な

る
貴
族
的
佛

敏

に
て
は
人

々
の
宗
敏

心
を
捉

ふ
る
こ
と
も
難
し
い
。
而
る
に
脚

下
を
照
顧
し
て
、
脚
實
地
を
踏
み
、
雫
常
心
是
れ

道

と
し
て
極
め

て
手
近
か
に
眞
理
を
實
践
し
た
行
這
の
灘
法
は
武
家
の
肚
會

に
迎

へ
ら
れ
る
の
は
當
然

で
あ

つ
た
。

日
本
文
化
の
特
質
は
簡
潔
性
と

い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が

叉
吾
が
國
民
性

の
性
格
で
も
あ

つ
た
。
簡
易
直
戴
な

繹

は
、
吾
が
國
民
性

そ
の
ま
～
の
性
格
を
持

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
逆
に
輝
が
日
本
の
國
民
性
に
よ

つ
て
却

つ
て
清
新

濃
刺
な
も
の
と
な
り
、
武
家
肚
會
の
燈
験

に
投
じ
て
却

つ
て
輝
本
來
の
本
領
を
駿
揮
し
た
と
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ

'

る
。元

來
灘

は
不
立
文
字

で
あ
り
、
経
文

に
依
ら
す
に
敏
外
別
傳

の
法
を
以
心
傳
心
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
表

現
に
は
簡
潔
な

る
字
句

ー
帥
ち
含
蓄
多
く
且

つ
絵
韻
を
も

つ
詩
句
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
所
謂

小
玉
を
よ
ぶ
の
手
段
と

さ
れ
、
支
那
に
於
て
は
交
人
の
問
に
藤
が
傳
播
し
た
こ
と
は
周
知

の
如
く
で
あ
る
。

然
し
宋
よ
5,
日
本

に
暉
が
傳

へ
ら
れ
た
鎌
倉
時
代
、
我
が
國
は
烈
し
き
時
代

の
渦
中
に
あ

つ
た
。
貴
族
門
閥

の
勢

力
ぽ
衰

へ
て
、
新
に
擁
頭
し
た
武
家

の
時
代
で
あ
り
、
王
朝
の
萬
物
流
轄

の
髄
験
を
も

つ
末
法
の
時
代

で
あ
る
。
殊

に
蒙
古
來
襲
等
實

に
國
を
基
げ

て
の
試
練

の
時
代

で
あ

つ
た
。
そ
れ
故
に
新

に
傳
來
さ
れ
た
輝

は
時
代

の
騰
験
と
國

民
性
と
に
よ
り
、
却

つ
て
端
的
に
灘
本
來
の
本
領
を
登
揮

し
た
。

四

.

末
法
時
代
と
我
國
中
世
輝
曾
の
態
度

.

,

(
七
)
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末
法
時
代
と
我
國
中
世
輝
…僧
の
態
慶

(八
)

か

、
る
時
代

の
膣
瞼
を
以

て
武
士
の
精
紳
生
活

に
契
合
し
た
灘
法
は
隆
盛

の
機
蓮
に
向
ひ

つ
、
磯
展
し
た
が
、
而

し
叡
山
を
中
心
と
す
る
教
界

の
奮
勢
力
は
依
然
と
し
て
末
法
的
で
あ

つ
た
こ
と
は
事
實

で
あ
る
。
僧
兵
ー

紳
輿
を
奉

じ

て
の
吸
訴
、
そ
し
て
新
興
宗
教

に
樹
す
る
塵
疸
等
こ
～
に
か
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
而
七
か

～
る
時
代

に

灘
信
は
持
律
的
に
且

つ
修
道
的

で
あ

っ
た
。

か
の
文
永

の
蒙

古
來
襲

に
際
し
、
文
永
六
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
、
同
七
年

三
月
朔

日
ま

で
六
十
三
日
間
、
石

清
水
八
幡
宮
に

一
山

の
大
衆
と
と
も
に
蒙
古
調
伏

の
熟
薦
を
捧
げ
た
正
傳
寺

(
今
日
は
京
都
西
賀
茂

に
在

る
)
の
束

巖
慧

安
は

す

へ
の
よ
の
す

へ
の
耀末
ま
↑
わ
が
國
は

よ
う
つ
の
國
に
す
ぐ
れ
た
る
國

と
歌
ひ
、
末
法
時
代
を
意
識
し
つ
～
而
も
吾
が
國
の
萬
國

に
勝
れ
た
る
こ
と
を
讃
美
し
、
熱
烈
な
る
愛
國

心
を
吐
露

し
た
熱
血
僑

で
あ

つ
た
が
、
山
徒

の
正
傳
寺
を
歴
迫
破
棄
に
及
ん
だ
時
の
慧
安

の
態
度
は
實

に
立
脈

で
あ

つ
た
。

東
巖
安
輝
師
行
實

に
よ
れ
ば
當
時
慧
安
が
洛
陽
に
留
り
た
る
時
道
債
頗
る
盛

ん
に
し

て
文
永
五
年
夏

の
頃
、
聖
護

院
執
事
静
成
法
印
な
る
者
が
慧
安

に
蹄
依
し
、
慧
安
の
た
め

に

吋
條
今
出
川
に
輝
苑
佛
殿
を
螢
ん
だ

。
本
奪
に
は
丈

六
の
繹
迦
佛
で
拮
花
さ
れ
る
像

で
あ
り
、
脇
侍
と
し
て
左
に
は
微
笑
す
る
迦
葉
奪
者
の
像
、
右

に
は
阿
難

の
合
掌
す

る
像
を
安
置
し
た
。
そ
し
て
そ
の
他
の
建
築
物
に
は
雲
堂

(
信
堂
)
庫
院
、
房
廊

、
鐘
縷
等
結
構
善
美

を
鑑
く
し
精
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妙
を
窮
め
道
俗
群
集

し
た
の
で
あ
る
が
馬
徳
高
け
れ
ば
魔
張
く
、
塗
ひ

に
台
徒

の
潜
か
に
羨
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
歴

迫

さ
る
と
こ
ろ
乏
な

つ
た
。

こ
の
東
巖
安
暉
師
行
實

の
語
る
こ
の
出
來
事
の
顛
末

に
關
し
て
は
辻
善
之
助
博
士
が
日
本
佛
敏
史
の
研
究

に
詳
述

さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ

の
詳
し
き
叙
述
を
避
け
る
が
、
唯

こ

～
に
於
て
問
題
と
し
た
い
の
は
台
徒

の
末
法
的
行
爲

に

封
す
る
慧
安
の
態
度
で
あ
る
。
慧
安
が
止
む
な
く
正
傳
寺
を
離
散
せ
ん
と
す
る
に
當
り
大
衆
に
向

つ
て

,

「
佛
法
必
す
魔
障
あ
り
、
在

世
尚
爾
り
、
況
ん
や
末
法

に
於
て
を
や
。
力
を
以
て
孚
ふ
べ
か
ら
す
。」

と
て
恰
然
と
し
て
垂
誠

し
て
ゐ

る
と
き
、
俄
然
山
徒
は
正
傅
寺
の
門
を
園
み
減
聲
を
あ
げ
た
。
折
節
勢
州

の
住
人
四

王
天
十
郎

入
道
な

る
者
が
聴
法
の
た
め
参
會
し
て
ゐ
た
。
四
王
天
十
郎

入
道
は
絵
り
の
こ
と

、
て
、
「
知
識

(
師
家
)

の
た
め
に
法
敵
を
降
さ
ん
。
軸何
ん
の
罪
過
か
あ
ら
ん
」
と
若
窯
四
五
人
と
と
も

に
庭
上
に
進
み
、
弓
を
把
り
奮
然
こ

れ

に
鷹
酬
し
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
山
徒

は
退

い
た
。
後
暫
く
に
し

て
六
波
羅
よ
b
武
士
馳
せ
墾

じ
て
正
傳
寺

の
守

護

に
當

つ
た
。
尤
も
六
波
羅
探
題
の
北
條
時
輔
は
慧
安
の
師

兀
庵
普
寧

に
墾
じ
た
人
で
あ
る
ら
し

い
。
時
に
慧
安
は

椅
子
を
庭

上
に
昇
ぎ
出
し
、
馳

せ
参
じ
た
兵
に
告
げ

て
い
ふ
に
は

「
古
よ
り
巳
來
、
正
法
難
あ
り
、
今
日
の
み
に
非
す
。
只
其
の
機
縁

に
任

ゼ
て
、
力
を
以

て
孚

ふ
こ
と
無
け
ん
。
況

ん
や
還

つ
て
他
を
傷
殺
す
る
に
及
ば
ん
や
。
甚
だ
不
可
な
り
。
」

と
更

に
浬
禦
経

に
説
か
れ

て
ゐ
る

っ
有
徳
王
が
畳
徳
比
丘
を
守
護

し
、
命
終
す
る
や
阿
閤
佛
國

に
生
じ
た

る
因
縁
」

末
法
時
代
と
我
國
中
世
灘
僧
の
態
度

(九
)
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末
法
盤
代
と
我
國
中
世
騨
信
の
態
度

(
一
〇
)

、

を
引
用
し
、
こ
れ
は
純

一
に
正
法
を
守
護

せ
ん
と
す
志
あ

る
が
故
に
そ
う
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
が
、
今

の
場
合
は
守
護

正
法
の
志
到
底
及
ぶ
べ
く
も
な

い
。
爵
ひ
て
殺
傷

に
及
は
ば
恐
ら
く
罪
餐
を
招
く
で
あ
ら
う
。
直
ち
に
深
く
漸
慌
の

心
を
生
じ
て
先
非
を
悔
ゆ

る
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
復
、
法
の
隆
替
に
は
必
す
時
節
が
あ
る
か
ら
強
ひ
て
行
ふ
可
き

で

な
い
。

「
道
人

の
去
佳
、
墜
業
を
輕
ん
す
。
随
風
東
西
、
何
の
留
磯
か
有
ら
ん
。
吾
將
に
退
去
せ
ん
と
す
。
汝
等
僑

　

衆
衣
鉢

の
外
繊
末
も
齎
し
去
る
可

か
ら
す
。
常
住
什
物
及
び
私
財
、
鑑

く
本
の
庭

に
安
じ
移
韓
す

べ
か
ら
す
」
と
訓

誠

し
て
正
傳
寺
を
去

つ
た
。

後

三
日
目
に
山
徒
が
正
傳
寺

へ
押
寄

せ
た
と
こ
ろ
、
寺
中
無
人

で
あ

つ
た
が
、
鐘
鼓
器
物
や
什
物
等
少
し
も
位
置

を
轄
じ
て
ゐ
な

い
の
を
見
て
、
各
々
議
し

て
い
ふ
の
に
は
、
今
此
の
檬
子
を
見
て
、
大
い
に
常
儀

と
は
異

つ
て
ゐ
る

而
も
敵

一
人
も
ゐ
な
い
の
に
、
之
を
破
却
し
て
何
ん

の
功
名
が
あ
ら
う
。
と
。
精

々
暫
時

し
て
中
の

一
人
が

い
ふ
。

「
衆
徒
既

に
此

に
向

ふ
。
破
ら
す
し

て
還

る
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
」

の
聲

に

一
同
雷
同
し
、
寺
宇
を
破
壊
し

て
山
上
に

蹄

つ
た
。
こ
れ
を
見
た
四
隣

の
人

4
は
恨
息
し
、
萬
人
み
な
嵯
呼
し
た
と
い
ふ
。

以
上
の

「
山
徒

正
傳
寺
破
却
事
件
」

に
關
し
て
は
、
束
巖
安
暉
師

行
實

に
具
さ
に
語
ら
れ
、
辻
博
士
亦
こ
れ
が
叙

述
を
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

、
で
特

に
慧
安
の
徳
が
偲
ば
れ
る
の
は
、
山
徒
の
末
法
的
暴
虐

に
封
し
て
、
何
等
力

を
以
で
孚

ふ
こ
と
な

く
、

一
山
の
大
衆
を
誠
め
、
加
勢
に
馳
せ
屡
じ
た
六
波
羅
の
武

士
に
そ
の
由
を
告
げ
、
「
道
入
去

佳
。
輕
於
墜
業
。
階
風
東
西
。
有
何
留
擬
。
」
(東
巖
安
暉

師
行
貧

)
と
て
正
傳
寺

を
去

つ
た
態
度

で
あ
る
。
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、
慧
安
は
機
鋒
峻
嚴
な
る
兀
巷
普
寧

に
法
を
嗣
ぎ
、

一
度
蒙
古
來
襲
せ
ん
と
す
る
や
、
石
清
水
八
幡
宮

に
熟
疇
を
捧

げ

「
大
衆
某
甲
今
王
地
に
在

り
、
樹

下
石
上
、
草
衣
木
食
、
滴
水
寸
土
、
朝
恩
に
非
ざ
る
は
な
く
、
道
を
行
じ
、
善

を
修
す
る
、
皆
國
家

に
蹄
す
。
恩
を
知

り
、
恩
を
報
す
る
は
眞
實

の
行
業
な
り
。
此
は
是
れ
如
意
摩
尼
寳
珠
、
此
は

是
れ
金
剛
吹
毛
利
劒
、
乾
坤

の
中
何
物
か
降
ら
ざ
ら
ん
。
設

へ
三
千
世
界

に
満

つ
る
三
目
八
暦
大
那
羅

延
も
擢
破
不

肯

、
何
ぞ
況
ん
や
蒙
古
を
や
。
讐

へ
ば
師
子
が
猫
子

に
敵
封
す
る
が
如
し
。
」
醸

伽
禰
醸
姑
)
と
、
そ
の
意
氣
天
を
衝
く

如
き
熱
血
漢
で
は
あ

つ
た
が
、
末
法
的
行
動
を
敢
て
な
す
山
徒
に
封

し
て
は
、
更
に
力
を
以
て
箏

ふ
こ
と
な
く
、
柔

嚢

心
以
て
佛
徒
の
正
道
を
歩

ん
だ
行
履

に
は
、
貴
さ
を
威
す
る
も
の
で
み

る
。

五

末
法
時
代
に
庭
し
て
職
僧
は
修
道
生
活

の
再
建
を
眉
指
し
た
。
榮
西
に
就
い
て
は
既
に

一
言
し
た
。
遣
元
が
洞

上

綿
密

の
宗
風
を
北
陸

に
純

一
無
雑

に
基
揚
し
た
こ
と
は
今
更
こ
、
に
い
ふ
ま
で
も
な

い
。
建
長
寺

の
開
山
大
畳
藤
師

が
遺
誠
さ
れ
松

「
源

一
涙
、
僧
堂
規
あ
り
。
專
ら
坐
暉
を
要
す
。
そ
の
絵
何
ぞ
言
は
ん
。
千
古
磨
す

べ
か
ら
す
。
之

を
塵

せ
ば
則
ち
灘
林
何
ぞ
在

ら
ん
。
宜
し
く
守
行
す

べ
し
」
叉

「
戒
は
是
れ
僑
膣

,
輩
酒
肉
衡
を
門
前

に
欝
ぐ
を
許

さ
す
。
何
ぞ
況
ん
や
山
中

に
入
る
を

や
」

又
曰
く

「
墾
輝
學
遣
は
四
六
文
章
に
非
ら
す
。
宜
し
く
活
祀

の
意

に
屡
す

.ぺ
し
。
死
話
頭
を
念
す
る
こ
と
莫
れ
」

(大
篭
拾
潰
録

大
畳
輝
師
逡
誠
)
等

の
金
言
は
叢
林

の
修
蓮
生
活
に
封
す
る
嚴
粛
な
る
訓
誠

で

あ
る
。
ノ業

　法
時
代
と
我
國
中
世
輝
俊
旧
の
能
心度

、

(
一
一
)
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末
法
時
代
と
我
國
中
世
縄
曾
の
態
度

、

(
一
二
)

、

清
拙
正
澄

(大
鑑
輝
師

一
九
力
九
年
寂
)
は
本
邦

に
始
め
て
百
丈
忌
を
修
し
、
百
丈
清
規
を
用
ひ
て
叢

林
の
禮
樂

を
正
し
た
人
で

あ
る
。
師

に
屡
じ
た
信
州

の
小
笠
原
貞
宗
は
参
輝

の
傍
ら
、
叢
林
の
清
規

に
よ
り
所
謂
小
笠
原
流

の
禮
儀
作
法
を
案

出
し
、
後
師
の
た
め
に

一
寺
を
建
立
し
た
。
信
州
伊
那

の
開
善
寺
は
そ
れ
で
あ

る
。

か
く
中
世

の
輝
僧
は
叢
林
の
清
規
を
正
し
て
、
修
道
生
活
を
嚴
粛

に
行
ぜ
ん
と
し
た
。
殊

{
末
法
的
な
弊
風
と
も
、

い
ふ
べ
き
僧
院
の
僧
兵
化
は
、
如
何
に
齪
世
と
は
い

へ
i
殊

に
鎌
倉
末
期
よ
り
南
北
朝
に
か
け
ー

固
く
誠
め
た
亡
こ

ろ
で
あ
る
。
夢
窓
國
師

の
臨
川
家
訓

に
示
さ
れ
た
中
よ
り
引
用
し
て
見
る
な
ら
ば

今
時
の
偲
含
賊
難
を
防
が
ん
爲
め
に
諸

の
兵
器
を
蓄

ふ
、
乃

ち
是
れ
法
滅

の
因
縁
な
り
、
愼
し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。

ま

た

近
來
悪
賊
菅
僧
物
を
倫
む

の
み
に
匪
す
、
間
僑
命
を
奪

ふ
者
有
り
、
此
れ
乃
ち
信
兵
を
畜

ふ
る
の
致
す
所

の
み
。

荷
、も
佛
制
を
守

つ
て
財
寳

を
貯

へ
ざ
れ
ば
、
帥

ち
是
れ
賊
を
防
ぐ
の
器
杖
な
り
。
只
須
ら
く
佛
組

の
玄
櫃
を
把

つ

さ

し
ま

さ

も

て
務
め
と
な
す

べ
し
、
世
間
の
厄
難
を
以
て
懐

に

介

む
こ
と
莫
れ
。
倫

し
能

く
此
く
の
如
く
な
ら
ば
諸
天
、
善

も

紳
之
れ
が
爲
め

に
擁
護

せ
ん
。
何
ぞ
自
ら
器
杖
を
蓄

ふ
こ
と
を
勢

せ
ん
。
如
し
其

れ
放
逸
無
漸
に
し
て
渦
ひ
を
招

・

い
て
身

に
上
せ
ば
、
則
ち
百
千
の
兵
器
も
亦
た
用
ふ
る
所
無

か
ら
ん
。

(
原
漢
文
)

と
い
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
夢
窓

は
こ
の
事
を
固
く
誠

め
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
中
巖
圓
月
も

後
醍
醐
天
皇

の
建
武
中
興

の
業
な
る
や
、

天
皇

に
上
表
し
原
民
原
僑

の
二
篇

を
撰
し

て
叡
覧
に
塵

し
奉
り
、

「
若
し
夫
れ
出
家
断
髪

の
者
も

亦
堅
甲
利
兵
を
以
て
相
誇
り

て
其
の
本
業
を
屡
す
る
な
り
。
蝸
齪

の
大
な
る
之
れ
に
過
ぐ
る
は
莫

し
。
」
(
東
海
繭
湛
集

難
丈
原
民
篇
)
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!

と

寵

し

て
ゐ

る
。

卑

中
世

の
灘
惟
が
末
法
的
な
僧
院

の
堕
落
を

い
た
く
慨

し
、
大
衆
を
誠

め
て
信
風
を
刷
新
し
、
只
管
修
道
生
活

に
ま

り
て
己
事
究
明
に
力
め
た
結
果
、

駐
盆
々
上
下
の
賜
仰
の

も

と

に
灘

の
黄
金
時
代
を
現
出
し
た
と
見
る
こ
と
が
出
來

る
0

(
昭
和
十
七
年
五
月
二
十
六
日
記
)

甥

＼
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●

ム木
法
時

代

と
我
國
中
世
強
…檜
旧
の
態
魔

(
一
=
じ


